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公告・縦覧 

電気事業法 

（方法書についての勧告）  

第四十六条の八  経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法書の届出があつ

た場合において、環境影響評価法第十条第一項 の都道府県知事の意見を勘案すると

ともに、第四十六条の六第二項の規定による届出に係る同法第八条第一項 の意見の

概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その

方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるこ

とを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の五の規定による届出を

受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定

対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要

な勧告をすることができる。  

２  経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞

なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。  

３  経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うとき

は、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第十条第一項 の書面の写しを送付し

なければならない。  

 


